
 

 

ています。職を失い、住む場

所を奪われ、減便のため帰国

もままなりません。永住者や

定住者以外は、現行の制度

上、在留資格に職種や労働時

間の制限があり、簡単に転職

（職探し）ができないのが現

状です。 

そのような実情を受けて、

法務省や出入国在留管理庁

（以下、入管庁という）から

猶予・支援策が発表されてい

ます。以下は、５月 12日まで

に法務省・入管庁から出され

た主な内容です。 

◆各種猶予・支援内容 

―在留期間の猶予 

 ３月１日から７月３１日

に在留期限の満了を迎える

外国人に対し、期間の更新や

資格変更の許可申請を３か

月間猶予。 

―在留申請手続のオンライ

ン化の対象拡大 

 窓口申請の混雑緩和のた

め、在留申請にかかる種別

（各種許可・変更手続等）や、

対象となる在留資格の拡大。 

―技能実習生・特定技能外国

人等に対する支援 

◆最後に 

 「特定活動」の在留資格が

一時的に許可されたとして

も、すべての産業分野で受入

可能とはなっていない点、そ

もそも日本の経済活動自体

が危機的な状況に陥ってい

ることを考えると、ただでさ

え不安定な立場で働く外国

人の救済は困難を極めます。

外国人も対象となる特定持

続化給付金については、日本

語理解に不安のある外国人

にも確実に申請・受給できる

支援が急がれます。 

 

新型コロナ こころのケア

を 
◆コロナ禍でのストレス増

加 

 新型コロナウイルスの感

染拡大で、生活環境に大きな

変化が生じています。買い物

を含む外出や娯楽・スポーツ

等の自粛、要請にともなう休

業やテレワークなどです。感

染症への不安だけではなく、

生活や仕事への不安から強

いストレスを感じている方

も多いでしょう。しかし、収

束がいつになるか、誰にもわ

かりません。不安やストレス

にうまく折り合いをつけ、上

手に付き合っていく必要が

ありそうです。 

◆ストレス対処  ３つの

「Ｒ」 

 ストレスの対処には、３つ

の「Ｒ」が有効とされていま

す。 

① レスト（Rest）：休息、

休養、睡眠……意識して休

息を取りましょう。疲労や

睡眠不足は判断力を低下

させ、不安の増加につなが

ります。 

②  レ ク リ エ ー シ ョ ン

（Recreation）：趣味娯楽

や気晴らし……外出せずに

できる娯楽を探してみまし

ょう。人と話したい方は、

ビデオ会議システムやＳＮ

Ｓアプリを使用したオンラ

イン飲み会もよいでしょ

う。 

③ リラックス（Relax）：ス

トレッチ、音楽などのリラ

クセーション……テレワー

クで通勤がなくなり、運動

不足になったという声があ

ります。ストレッチで体を

ほぐしたり、ゆっくり入浴

したり、自分がどんな環境

でリラックスできるのか考

えてみましょう。 

 活動に制限がある中でも、

これら３つの「Ｒ」を組み合

わせ、ストレスに対処してい

きましょう。 

◆こころの相談窓口 

 厚生労働省では、働く人々

のこころの相談窓口として、

以下のサービスを案内してい

ます。自分ひとりでは抱えき

れないという場合には、専門

家に相談してみましょう。詳

細は、各サービス提供元の情

報をご確認ください。 

 

 

 

 

きなくても「業務により感染

した蓋然性が高く、業務に起

因したものと認められるか

否かを、個々の事案に即して

適切に判断すること」と明記

しています。 

◆感染リスクの高い業務と

は？ 

感染経路が特定できない

場合であっても、感染リスク

が高いと考えられる以下の

ような業務に従事していた

場合は、「潜伏期間の業務従

事状況、一般生活状況等を調

査した上で、医学専門家の意

見も踏まえて判断すること」

としています。 

・複数（請求人を含む）の感

染者が確認された労働環境

下での業務 

…施設利用者等が感染し

ている場合等を想定 

・顧客等との近接や接触の機

会が多い労働下での業務 

…小売業の販売業務、バ

ス・タクシー等の運送業務、

育児サービス業務等を想定 

◆判断や対応に迷ったとき

は相談を！ 

５月８日時点での新型コ

ロナウイルスに関する労災

請求件数は７件ですが、今

後、事業主、労働者からの相

談は増えると考えられます。

また、医療従事者等からは早

期の労災認定を求める声も

強まっています。従業員が感

染した場合の労災補償、請求

手続き等については、所轄の

労働基準監督署や社会保険

労務士にご相談ください。 

 
コロナ禍に伴う外国人労

働者の現状と救済制度 
◆外国人労働者の現状 

外国人労働者の受入拡大

に向けて、2019年に新しい在

留資格制度がスタートしま

した。転職や単純労働も認め

られる特定活動の在留資格

が加わり、日本で長く働ける

可能性が高くなりました。現

在、160万人以上の外国人が

日本で働いています。しか

し、その多くは、技能実習生

やアルバイト、派遣やフリー

ランス（個人事業主）といっ

た、非正規に置かれた立場で

働く外国人がほとんどです。

正規で雇われている外国人

は、全体の 10％にすぎませ

ん。 

◆コロナ禍を受けて 

そんな矢先、新型コロナウ

イルスの発生により、その感

染拡大を理由にした解雇や

雇い止め、派遣切りを受けて

いる外国人労働者が急増し

業務中に新型コロナウイ

ルス感染した場合の労災

補償 

厚生労働省は、各労働局に

対し、労働者が業務中に新型

コロナウイルスに感染した

場合の労災補償に関する通

達（以下「通達」という）を

出し、相談があった際の対応

について方針を示しました。 

◆感染経路が特定できない

場合は？ 

通達では、新型コロナウイ

ルス感染症について、従来の

業務中の事故や病気の場合

の考え方と同様に、業務遂行

性と業務起因性が認められ

た場合に労災保険給付の対

象となるとしています。 

しかし、この感染症は、感

染経路が特定できない場合

が多いことが大きな問題と

なっています。通達では、「患

者の診療若しくは看護の業

務又は介護の業務等に従事

する医師、看護師、介護従事

者等が新型コロナウイルス

に感染した場合には、業務外

で感染したことが明らかで

ある場合を除き、原則として

労災保険給付の対象となる

こと。」とし、医療従事者や

介護従事者以外の労働者に

ついても、感染経路が特定で
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